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令和２年第７回南幌町議会臨時会会議録      ９月 ４日 

（午前９時３０分） 

議  長 おはようございます。 

本日をもって召集されました令和２年第７回南幌町議会臨時会を開

会いたします。 

本日の出席議員数は１０名でございます。 

本臨時会においては、新型コロナウイルス感染予防のためマスクの

着用を許可いたします。 

直ちに本日の会議を開きます。 

本臨時会の議事日程は、あらかじめお手元に配付したとおりでござ

います。 

●日程１ 会議録署名議員の指名を行います。 

指名につきましては、会議規則第１２５条の規定により議長におい

て指名をいたします。 

６番 本間 秀正議員、８番 菅原 文子議員。以上、御両名を指

名いたします。 

●日程２ 会期の決定をいたします。 

お諮りいたします。本臨時会の会期は９月４日、本日１日限りとい

たしたいと思いますが、御異議ありませんか。 

（なしの声） 

御異議なしと認めます。よって本臨時会は９月４日、本日１日限り

と決定をいたしました。 

●日程３ 諸般報告をいたします。 

・１番目 会務報告は御手元に配付したとおりでございます。 

これをもちまして報告済みといたします。 

・２番目 例月出納検査結果報告は、監査委員より令和２年７月分

の例月出納検査結果の報告がありました。その内容については、御手

元に配付したとおりでございます。 

これをもちまして報告済みといたします。 

●日程４ 議案第５７号 工事請負契約について（幌向運河河道掘

削工事）を議題といたします。 

理事者より提案理由の説明を求めます。町長職務代理者副町長。 

町長職務代理者副町長 ただいま上程をいただきました議案第５７号 工事請負契約につき

ましては、幌向運河河道掘削工事にあたり、過日入札を執行したとこ

ろです。 

契約の内容につきましては、都市整備課長が説明いたしますので、

よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 

議  長 内容の説明を求めます。都市整備課長。 

都市整備課長 議案第５７号 工事請負契約につきまして御説明申し上げます。 

１契約の目的 幌向運河河道掘削工事。工事の主な内容につきまして

は、幌向運河の流下能力を確保するため、繁茂している樹木の伐採と、

堆積している土砂の掘削を行うものです。区間は千歳川から西１０号

までの右岸３，２０５メートル、左岸２，９５５メートルになります。

２契約の方法指名競争入札。３契約金額８，４７０万円、内消費税及
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び地方消費税の額７７０万円。本件につきましては去る８月２７日、

指名５社による入札を執行しております。なお、落札率は９７．８％

でございます。４契約の相手方、空知郡南幌町元町１丁目３番１２号、

株式会社三建管工技研 代表取締役 水澤 政幸。参考といたしまし

て、工期は契約締結日より令和３年１月２９日までとしています。 

以上で、議案第５７号の説明を終わります。 

議  長 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 

（なしの声） 

御質疑がありませんので質疑を終結いたします。 

お諮りいたします。本案につきましては、この際討論を省略し、直ち

に採決したいと思いますが、御異議ありませんか。 

（ なしの声） 

それでは採決いたします。 

議案第５７号 工事請負契約について（幌向運河河道掘削工事）は、

原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（なしの声） 

御異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決することに

決定をいたしました。 

 

●日程５ 議案第５８号 財産の取得について（小中学校情報機器

等購入）を議題といたします。 

理事者より提案理由の説明を求めます。町長職務代理者副町長。 

町長職務代理者副町長 ただいま上程をいただきました議案第５８号 財産の処分につきま

しては、小中学校情報機器等の購入にあたり、過日入札を執行したと

ころです。 

契約の内容につきましては、生涯学習課長が説明いたしますので、

よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 

議  長 内容の説明を求めます。生涯学習課長。 

生涯学習課長 議案第５８号 財産の取得について御説明を申し上げます。 

１契約の目的 小中学校情報機器等購入。２取得する物件 名称 

教育コンピュ－タ備品、数量 一式。主な内容といたしましては、学

校情報通信ネットワ－ク環境施設整備事業、いわゆるＧＩＧＡスク－

ル構想に基づく児童生徒と教職員用の端末４７６台の購入及びその接

続のための周辺機器一式でございます。３契約の方法 指名競争入札。

４契約金額 ２，８４９万円、内消費税及び地方消費税の額２５９万

円。本件につきましては去る８月２７日、指名業者６社のうち３社の

辞退があり、３社による入札を執行しております。なお、落札率は９

８．７％でございます。５ 契約の相手方 札幌市中央区北１条東２

丁目５番２号 富士電気ＩＴソリュ－ション株式会社北海道支店  

支店長 小山 衛一。参考といたしまして、納期は、契約締結日より

令和３年３月３１日までとしています。 

以上で、議案第５８号の説明を終わります。 

議  長 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 

（なしの声） 
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御質疑がありませんので質疑を終結いたします。 

お諮りいたします。本案につきましては、この際討論を省略し、直

ちに採決したいと思いますが御異議ありませんか。 

（なしの声） 

それでは採決いたします。 

議案第５８号 財産の取得について（小中学校情報機器等購入）は、

原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（なしの声） 

御異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決することに

決定をいたしました。 

 

町長職務代理者副町長の退席を求めます。 

暫時休憩いたします。 

（町長職務代理者副町長 退席） 

 

休憩を閉じ、会議を再開いたします。 

●日程６ 発議第１２号 南幌町長職務代理者南幌町副町長 大崎

貞二君の退職の件についてを議題といたします。 

局長に朗読させます。 

局  長 （朗読する。） 

議  長 お諮りいたします。本案につきましては、これに同意することに御

異議ありませんか。 

（なしの声） 

御異議なしと認めます。よって、南幌町長職務代理者南幌町副町長

大崎 貞二君の退職に同意することに決定をいたしました。 

暫時休憩をいたします。 

（町長職務代理者副町長 着席） 

 

休憩を閉じ、会議を再開いたします。 

ここで、ただいま退職同意されました町長職務代理者大崎 貞二副

町長より挨拶をいただきます。 

町長職務代理者副町長 議長のお許しをいただきまして、一言御挨拶を申し上げます。ただ

いま皆様より退職の御同意を賜りましたことを、心から感謝と御礼を

申し上げます。三好前町長が不慮の事故により８月２１日付けで辞職

をされ、町民の皆様並びに議員各位におかれましては、大きな喪失感

と不安を抱かれていることと存じます。三好前町長の無念を受けとめ、

そして、その志を継ぐため、私事でございますが、来たる町長選挙に

出馬をすることといたしました。副町長として２年５カ月余りでござ

いますが、議員各位には多大な御支援、御指導を賜り心から感謝とお

礼を申し上げます。また、第３回議会定例会を控えた中、退職させて

いただきますことに対しまして深くお詫びを申し上げます。終わりに

なりますが、南幌町議会の今後ますますの御発展と議員各位のさらな

るご活躍を御祈念申し上げまして、簡単粗辞で意を尽くしませんが、

私からの御挨拶とさせていただきます。 
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議  長 以上で、本臨時会に提案されました全ての議案審議が終了いたしま

した。ただいまをもって閉会したいと思いますが、御異議ありません

か。 

（なしの声） 

御異議なしと認めます。よって本臨時会はただいまをもって閉会い

たします。 

ご苦労さまでした。 

 （午前 ９時４３分） 

 


